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令和 4 年度 第 8 回 機械流通委員会議事録 

開催日時 令和 4 年 12 月 7 日（水）午後 2 時 00 分から 

開催場所 東北遊商事務局会議室 

第 1 号議案 令和 4 年度 中古遊技機事業従事者技能「更新」研修会に関する件 

 令和 4 年度事業従事者技能「更新」研修会について、次のとおり開催結果報告があった。 

⑴ 開催日･開催場所･委員出席者について 

 

⑵ 受講対象者について 

 

⑶ タイムスケジュール（約 80 分） 

開 催 日 会   場 講師･試験官（機械流通委員他） 

11 月 9 日（水） 青森・アスパム 山内委員･最上委員･局長･次長･他 

  10 日（木） 岩手・マリオス 山内委員･柏木委員･局長･次長･他 

  16 日（水） 福島①・ビッグパレット福島 柳副委員長･柳委員･柏木委員･局長･係長･他 

  17 日（木） 福島②・ビッグパレット福島 柳副委員長･柳委員･柏木委員･局長･係長･他 

  24 日（木） 秋田・スクエア 永山委員長･山内委員･最上委員･次長･他 

  25 日（金） 山形・酒田市中央公民館 柳副委員長･最上委員･次長･他 

  29 日（火） 仙台①・TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ仙台勾当台 山内委員･桜井委員･次長･係長･他 

  30 日（水） 仙台②・TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ仙台勾当台 永山委員長･柳副委員長･柏木委員･局長･次長･他 

12 月 1 日（木） 仙台③・TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ仙台勾当台 柳副委員長･長谷川委員･最上委員･次長･係長･他 

   2 日（金） 仙台④・TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ仙台勾当台 長谷川委員･桜井委員･柏木委員･局長･次長･他 

※ 各会場 1 日 2 回開催とし、開始時間は午前 10 時及び午後 1 時 30 分。 

対象基準 QR ｼｽﾃﾑ用身分証明書所持者全員 

対象人数 209 名（33 社）(欠席 1 名 12 月 16 日受講予定、病気療養中 1 名) 

№ 内   容 時 間(80 分) 

1 研修会受講要領説明 10 分 

2 「27 点検項目」点検方法ポイント説明 10 分 

3 法令等取扱い説明 10 分 

4 筆記試験 ○×式２０問(８０点合格) 20 分 

5 実機遊技機を用いた実技試験 30 分 
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⑷ 実機遊技機を用いた実技試験の内容については納品時の全工程を行う 

 

⑸ 実技点検姿勢から受ける印象の点検評価基準について 

 

⑹ 合否結果について 

① 筆記試験～ 全員合格 

② 実技試験～ 7 名不合格（D ランク） 

≪会場別結果≫ 

№ 内   容 

1 東北遊商 身分証明書を提示 

2 ビニール開封されていない事を確認の上、セキュリティーシール剥離する 

3 点検確認チェックリスト表を参考にペンライトを用いて 27 点検項目の確認 

また、くぎ確認シートを使用してくぎ状態の確認、設定キーを用いて設定変更確認 

4 確認証紙を所定の箇所に貼付する（指さし確認） 

5 専用スキャナーで QR データを読み取り、顔画像・QR データを送信する 

6 点検確認受渡書（副）を管理者に見立てた試験官に提出する 

7 組合(特設)へ保管納品確認書・点検確認受渡書(正)・セキュリティシール提出 

A 点検の趣旨を理解しており、試験官からの指摘や指導がなく点検が完了する。 

B 点検はそれなりに実施している。チェックが甘い箇所がある。 

C 点検箇所がわかっているが、試験官からのサポートが必要である。 

D 点検箇所を理解していない。自力での点検が難しい。 

※ D ランクにおいては、後日再試験を行う。 

№ 開催日 開催場所 受講者数 不合格者数 

1 11 月 9 日 青森会場 29 名 － 

2 11 月 10 日 岩手会場 25 名 － 

3 11 月 16 日 福島会場① 14 名 － 

4 11 月 17 日 福島会場② 17 名 実技 1 名 

5 11 月 24 日 秋田会場 13 名 － 

6 11 月 25 日 山形会場 13 名 － 

7 11 月 29 日 仙台会場① 19 名 実技 1 名 
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≪実技試験ランク別結果≫（欠席 1 名･病欠(入院中)1 名） 

 

⑺ 再試験について 

実技試験「不合格」であった「7 名」に対して、令和 4 年 12 月 16 日(金)東北遊商会議室

にて再試験を行うこと、欠席された 1 名についても再試験同日に筆記･実技試験を行うこと

が了承され、試験官として山内委員･桜井委員の両名が選任された。 

また、病欠(入院中)1 名は、回復後に更新研修を執り行う。 

 

⑻ 講師(試験官)及び会場等の費用について 

※ 新型コロナウイルス感染等を考慮し、東北 6 県で 10 日間（1 日に午前･午後の 2 開催）

開催したこと及び各会場余裕をもった広さを準備したためである。 

 

⑼ 実技試験特 A ランク者（20 名）表彰状授与の要否について【審議事項】 

実技試験における A ランク者の中から、堅実な点検を行い模範となり得る者へ対して、

表彰状を授与することが意義なく了承され、準備が整いしだい該当者の販社宛に送付する。 

 

⑽ 令和 5 年度更新技能研修会「試験官」としての選出について【審議事項】 

継続して審議することとし、次回開催の機械部会会議で再度試験官として委託する旨の

事前報告を行うことが了承された。 

 

⑾ 筆記試験間違え箇所報告について【審議事項】 

今後の中古機流通業務の役に立てて頂くべく、筆記試験における間違え箇所を取りまとめ、

該当販社へ通知することが了承された。 

8 11 月 30 日 仙台会場② 24 名 実技 3 名 

9 12 月 1 日 仙台会場③ 23 名 実技 1 名 

10 12 月 2 日 仙台会場④ 24 名(欠 1) 実技 1 名 

ﾗﾝｸ 実技 A ランク 実技 B ランク 実技 C ランク 実技 D ランク 

人数 95 名(内特 A20 名) 85 名 14 名 7 名(不合格) 

№ 内   容 金  額 

1 講師(試験官)(運送･移動･宿泊費･備品) ￥2,859,820-（令和 2 年･￥1,905,200-） 

2 会場費等（東北 6 県 10 会場） ￥ 994,507- （令和 2 年･￥ 751,267-） 

3 総額 ￥3,854,327-（令和 2 年･￥2,656,467-） 
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⑿ 講師用スタッフジャンパー作成の要否について【審議事項】 

新たに試験官となられる者に試験時着用いただくスタッフジャンパーを作成するか否か

を討議し、該当者の販社でジャンパー在庫の有無を確認いただき、無い場合は組合在庫より

提供することが了承された。 

 

⒀ 令和 5 年度更新技能研修会開催時期等について【審議事項】 

開催時期等については、継続審議とする。 

また、全商協において研修会のベースとなる全国統一資料を作成予定であるとのこと。 

 

第 2 号議案 11 月 4 日開催「全商協」第 4 回機械流通委員会結果に関する件（報告事項） 

 柳副委員長より、次のとおり報告があった。 

1 認定機枠の中古機での再利用時における添付書類等に関する件 

前回の全商協機械流通委員会に引き続き「認定機枠」の中古機での再利用に関し協議された。 

佐々木委員長より、組織委員会及び理事会でも報告し、再利用することの承認は取れている

報告がなされた。各地区の事務局に運用を確認したところ、質問及び意見が出たことにより、

下表が協議の結果である。 

また、剥離した証紙は、主任者が会社へ持ち帰り「責任をもって廃棄」することを改めて確

認された。 

≪各地区遊商からの質問･意見等≫ 

1. 必要書類について 

1 Q 売買確認書及び移動同意書についても、必要に応じて添付は勿論するという認識でよいか。 

Ａ 現行の運用と同様に書類を添付する。 

中国 

2 Ｑ 認定を受けた際の外れ元の認定通知書は必要でしょうか。 

Ａ 認定通知書は必要である。ただし、認定遊技機移動報告書が提出されている場合、認定通知書

は不要であるが、同報告書を添付する。 

中国 

3 Ｑ 「中古遊技機取扱業務実施要領」に『第４条 管理者は、中古機の移動等をする場合は、当該中

古機が正常であること等を確認し、中古遊技機確認書（別記様式第２号）を作成した上で、取扱

主任者又は取扱管理者を経由して、これを地区遊商又は回胴遊商に提出しなければならない。』

とあります。  

確かに、中古遊技機確認書に「上記の遊技機は全て認定申請手続きをしていない検定機である

ことを確認した」とありますが、新しい中古遊技機として申請することになるので、確認書は必

要ではないでしょうか。 

Ａ 中古遊技機確認書は必要である。また、枠だけの場合でも、確認書を提出してもらう。 

全商協 
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2. 組合での書類確認について 

◎ 撤去遊技機明細書関連の質問 

1 Ｑ 「撤去」されているのか「設置中」なのかの判断は、撤去遊技機明細書(副)の写しが添付され

ているか否かの判断でよいでしょうか。 

Ａ 撤去遊技機明細書が添付されているかで判断する。 

東北 

2 Ｑ 撤去された認定機枠を使用する場合の撤去遊技機明細書（副）の写しですが、書類申請時に入

っていた場合と入っていない場合の確認方法がありません。枠の中古遊技機確認書の提出が無い

為、QR データ送信で確認ということになるのでしょうか。 

Ａ 撤去遊技機明細書が添付されているかで判断する。また、中古遊技機確認書は必ず添付しても

らうようにする。 

東日本 

◎ 認定遊技機移動報告書関連の質問・意見 

1 Ｑ 「移動報告書」が添付されていた場合、申請される度に、どこのホールに移動されているか確

認する必要があるのでしょうか。 

Ａ 組合事務局でそこまでの確認は不要とする。 

東北 

2 Ｑ 認定機が移動している枠を使用して、中古移動をする場合、機歴システムの「中古機移動入力」

で入力をしますが、中古移動入力には認定申請で発給したデータまでのデータとなっています。 

認定遊技機移動報告書のデータは「認定機移動入力」で行う為、中古の申請書類を機歴入力時に

設置元が違いますとエラーが出ます。エラーは OK で進めることは出来ますが、「認定機移動入

力」で認定機の移動入力を行っているかの確認は必要でしょうか。 

Ａ 組合事務局でそこまでの確認は不要とする。 

九州 

3 Ｑ (意見) 認定遊技機移動報告書の提出があった際、提出状況の確認に時間を要する。（機歴管理

システム上で認定遊技機移動報告書の提出を確認する） 

Ａ 提出された移動報告書を信用し、組合事務局でそこまでの確認は不要とする。 

東日本 

4 Ｑ 認定遊技機移動報告書を事前に報告しないで、書類提出時に添付された場合は、どのように対

応しますか。 

Ａ 事前に移動報告書が出されていない場合は、不備として再申請してもらう。 

東日本 

5 Ｑ 組合員(販社)の申請書類を信用して受付すると言う認識でよいでしょうか。 

Ａ 提出された移動報告書を信用して受付するという認識で問題ない。 

東北 

3. 運用方法について 

1 Ｑ 認定機枠を中古機で再利用できるならば、認定機枠を認定申請への再利用は、可能でしょうか。 

Ａ 良い。 

Ｑ 認定機を撤去する際に、客室内で枠を別な遊技盤と組み合わせをする。 

Ａ 不可とする。 

東日本 

2 Ｑ 認定機が移動していない場合で、「認定通知書の写し」を紛失した際は、移動不可になります

か。 

A 添付資料が無いと担保がとれないので不可とする。 

東日本 

※  本件については、前回と今回の委員会で運用に関する意見がまとまったので、運用案を

全商協で作成することになった。 

（確認事項）当委員会において、運用に係わる文書がいつ発出されるのか全商協に確認すること。 
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2 来期の各地区遊商での技能研修に関する件 

来季に向けて、全商協で統一した技能研修資料を作成すべきではないかとの意見があり、教

育センターへ資料を提供いただけるか検討する。 

また、第三者機関から東遊商が作成した裏表の資料が良いと伺った。 

来季に向け、地区ごとの意見をまとめておいていただきたい。 

 

3 コンプリート機能搭載機に関する件 

コンプリート機能搭載機について、「中古遊技機に係る保証書作成業務に関する承諾書」は、

組合員とホール店舗の間で中古申請の際、最初に 1 回限りホール店舗と組合員間で承諾書を

結び、その原本を相互に保管しあい、中古申請の際に都度承諾書を結び合う必要はない。また、

中古申請の際に、保管している承諾書原本の写しは必要なく、問題があった場合には、組合員

に原本の提出を求めるという考えである。 

 

4 その他 

11 月 29 日 16 時 30 分より日工組にて、スマートパチンコの実機を用いた説明会が開催され

るとの報告があった。本件は、機械流通委員が現地で参加することが確認された。  

また、中国遊商より、「スマートパチンコの点検確認について、全商協で統一したマニュア

ルを作成してはどうか」と提案があり、検討することになった。  

 

第 3 号議案 11 月 15 日開催「電子申請システム検討会」結果に関する件（報告事項） 

中部遊商会議室において、電子申請システム検討会を北海道･東北･中部･関西･中国･九州の

各単組事務局担当者を交え執り行われた。 

新書類作成システムについて、販社側及び組合側の一連作業について、出席された 6 地区遊

商事務局からの意見を確認し、同席されたシステム製作会社シーズウェブ㈱へ要望として依

頼され、検討会における意見･要望等については下表のとおり。 

  また、進行を務められた中部遊商谷野副理事長･関西遊商北専務理事より、1 月末の仮運用

の可否についてシーズウェブ㈱へ確認したところ、厳しい状況であるが努力しますとの回答

を得て、努力いただきたい旨が伝えられた。 
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≪討議結果≫ 

 

第 4 号議案 新規取扱主任者講習会に関する件 

⑴  11 月度講習会への受講希望は「0(ｾﾞﾛ)」であった。 

⑵  12 月度講習会へ 1 名の希望があったが、指定日が所用で調整がつかないことにより 1 月

度の講習会とする。 

⑶  1 月度の講習会は、上記⑵の受講者以外、12 月 7 日現在「0(ｾﾞﾛ)」である。 

講師として「柏木委員」の基執り行う。 

 ■令和 4 年度     

№ 開催日 開催場所 講 師 販社数 受講者数 合格者数 不合格者数 

№ 項 目 内  容 

1 画面配列 ⑴ 画面上は現行とさほど変わらない 

  ⑵ 設置元は１･２･３の順番にしてほしい 

2 疎明資料確認 ⑴ 機歴連絡と疎明資料を画面で比較したいと思う 

 (単組の意見) ⑵ 機歴連絡のみ印刷し疎明資料は画面でチェックする 

  ⑶ なれるまでは全て印刷しチェックする 

  ⑷ デモが無いとイメージがつかない 

  ※ 組合員へ機歴連絡書は間違いないよう徹底が必要 

  ※ シーズウェブへ２画面と印刷の選択を盛り込んでいただきたい 

2 審査流れ ⑴ 受付分から審査し終わった物はチェックを入れる 

 (単組の意見) ⑵ 受付当日はメーカーへ機歴連絡のみとし、疎明資料及び保証書等は業務終業時に印

刷したまま帰宅し、受付 2 日目に審査を始める 

3 保証書確認 システム上でリンクしているので確認は不要と考えている 

4 保証書日付 提出日もしくは点検日を選べるシステムにしていただきたい 

5 保証書印刷 1 枚目に保証書に対する機歴連絡、2 枚目以降は検通･保証書の順で合計 3 部印刷できる

ようにしていただきたい 

6 検通･取説 これまで同様販社が組合へ依頼 FAX を行い、販社への返信(回答)方法は各単組に委ねる 

7 印刷複合機 各単組運用方法に違いがあるので単組の判断とする 

8 8 月の要望資料 再度確認いただき何かあれば加納次長へ願いたい 

9 機歴保存 最後に中部遊商山名理事長より東遊商は独自に機歴を保存しており、我々は別に保存す

るので日工組がなんと思うかが心配です 
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1 5 月 16 日 東北遊商会議室 柳(副)･最上 3 3 3 - 

2 7 月 13 日 東北遊商会議室 桜井･山内・最上 6 6 6 - 

3 8 月 18 日 東北遊商会議室 柏木 1 1 1  

4 9 月 14 日 東北遊商会議室 柳(副)･最上 3 3 2 1(実技) 
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第 5 号議案 設置外の中古遊技機及び認定機への部品発注に関する件（報告事項） 

⑴ 設置外の「中古」遊技機への部品発注  

① 11 月度は「3 件･3 台」。 

② 12 月度は、12 月 6 日現在「1 件･1 台」である。 

③ 全国の状況は、下表のとおり。 

 

 

⑵ 設置外の「認定機」への部品発注（2020/04/01 より運用開始） 

① 11 月度は「0 件」。 

② 12 月度は、12 月 6 日現在「0 件」である。 

③ 全国の状況は、下表のとおり。 

 

 

以上 

 

件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数

北海道 14 14 14 15 8 9 8 8 12 19 11 12 2 2 2 4 71 83

東　北 4 4 10 13 7 7 3 3 8 8 6 9 9 11 3 3 50 58

東日本 42 44 46 48 49 51 34 34 33 34 21 22 22 22 47 133 294 388

中　部 14 20 15 18 15 16 8 12 10 12 15 17 6 14 11 19 94 128

関　西 56 58 38 45 78 93 65 70 44 46 81 85 64 74 28 28 454 499

中　国 1 1 9 9 3 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 15 15

四　国 4 13 1 1 2 2 1 1 0 0 2 2 19 19 2 2 31 40

九　州 12 26 12 20 17 28 3 4 8 15 8 14 5 5 15 23 80 135

小計 147 180 145 169 179 209 122 132 116 135 145 162 127 147 108 212 0 0 0 0 0 0 0 0 1089 1346

（2021)1月 2月 3月 合計

■2022年度 設置外の【中古】ぱちんこ遊技機への部品供給の件数、台数 （2018/04/01より運用開始）

地区名
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数

北海道 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

東　北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

東日本 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4 9 9

中　部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

関　西 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 0 0 2 2 19 19

中　国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

四　国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

九　州 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

小計 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 6 6 2 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32

2月 3月 合計8月 9月 10月 11月 12月

●2022年度 設置外の【認定】ぱちんこ遊技機への部品供給の件数、台数 （2020/04/01より運用開始）

地区名
4月 5月 6月 7月 （2021)1月


